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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第29期

第２四半期連結
累計期間

第30期
第２四半期連結
累計期間

第29期
第２四半期連結
会計期間

第30期
第２四半期連結
会計期間

第29期

会計期間

自　平成21年
　　10月１日
至　平成22年
　　３月31日

自　平成22年
　　10月１日
至　平成23年
　　３月31日

自　平成22年
　　１月１日
至　平成22年
　　３月31日

自　平成23年
　　１月１日
至　平成23年
　　３月31日

自　平成21年
　　10月１日
至　平成22年
　　９月30日

売上高 (千円) 6,236,5858,803,6963,379,9973,530,52111,670,608

経常利益 (千円) 229,296 419,115 148,784 93,254 318,246

四半期(当期)純利益 (千円) 249,635 324,101 145,844 80,224 386,842

純資産額 (千円) ― ― 273,199 735,517 412,725

総資産額 (千円) ― ― 3,197,2604,125,2423,768,849

１株当たり純資産額 (円) ― ― 25.03 66.96 37.81

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 22.87 29.69 13.36 7.35 35.44

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― 29.27 ― 7.24 ―

自己資本比率 (％) ― ― 8.5 17.7 11.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 148,437 483,954 ― ― 420,737

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △5,350 △45,222 ― ― △5,071

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △147,038 48,929 ― ― △336,235

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 68,845 638,044 150,647

従業員数 (人) ― ― 196 196 193

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　第29期第２四半期連結累計期間、第29期第２四半期連結会計期間及び第29期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利

益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。

　
３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　
４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成23年３月31日現在

従業員数(人) 196

(注) １　従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含んでおり

ます。)であります。

２　臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員等)は、当第２四半期連結会計期間の平均人員が従業員数の10/100未

満であるため、記載を省略しております。

　
(2) 提出会社の状況

　 平成23年３月31日現在

従業員数(人) 180

(注) １　従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおります。)であります。

２　臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員等)は、当第２四半期会計期間の平均人員が従業員数の10/100未満で

あるため、記載を省略しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第２四半期連結会計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

ホームＡＶ事業 2,381,581 ―

パソコン関連事業 501,934 ―

ＡＶソフトウエア事業 38,304 ―

その他 72,216 ―

合計 2,994,037 ―

(注) １　上記の金額は製造原価によっており、消費税等は含まれておりません。

２　「その他」は光触媒機能性塗料関連等に関わるものであります。

　
(2) 受注状況

当第２四半期連結会計期間の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　

セグメントの名称 受注高(千円) 前年同四半期比(％) 受注残高(千円) 前年同四半期比(％)

ホームＡＶ事業 2,429,332 ― 950,531 ―

パソコン関連事業 488,405 ― 199,538 ―

ＡＶソフトウエア事業 21,000 ― 11,000 ―

その他 92,322 ― 14,756 ―

合計 3,031,060 ― 1,175,826 ―

(注) １　上記の金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。

２　各セグメント事業の自社ブランド製品のうち、受注予測に基づく見込生産によっているものについては、上記受注実績には含

めておりません。

３　「その他」は光触媒機能性塗料関連等に関わるものであります。
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(3) 販売実績

当第２四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

ホームＡＶ事業 2,671,460 ―

パソコン関連事業 656,460 ―

ＡＶソフトウエア事業 89,003 ―

その他 113,596 ―

合計 3,530,521 ―

(注) １　前第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対す

る割合は次のとおりであります。
　

相手先

前第２四半期連結会計期間
(自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日)

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

イオンリテール株式会社 1,750,990 51.8 604,782 17.1

富士通株式会社 184,047 5.4 506,903 14.4

加賀ハイテック株式会社 266,675 7.9 452,479 12.8

株式会社
ジャパネットたかた

― ― 962,114 27.3

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　「その他」は光触媒機能性塗料関連等に関わるものであります。

　
２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス

ク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は発生しておりません。

　
３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したも

のであります。

(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間(平成23年１月１日～平成23年３月31日）におけるわが国経済は、企業収益は回復基調

が続き景気の持ち直しに向けた動きが見られ、足踏み状態を脱しつつあるものの、その一方で高い失業率、デフレ状況

に改善の見通しは明るくなく、先行きの不透明感から依然として個人消費の回復は遅れております。

こうしたなか、当社グループは、地上デジタル放送への完全移行に向けた需要拡大に応えるため、引き続き地上デジ

タル液晶テレビを中心とする受信機器の拡充をおこなってまいりました。また、販売管理費などコストの圧縮には努

めておりますが、地上デジタル液晶テレビの厳しい価格競争の影響や急激な為替相場の変動による為替差損等により

利益は総じて減益となりました。

これらの結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は35億30百万円（前年同四半期比4.5％増）、営業利益１億67百

万円（前年同四半期比13.8％減）、経常利益93百万円（前年同四半期比37.3％減）、四半期純利益80百万円（前年同

四半期比45.0％減）となりました。

　
セグメント別の業績の概況は次のとおりであります。

〔ホームＡＶ事業〕

地上デジタル放送への切り替えまで半年を切り、需要は拡大基調が続いており、地上デジタル液晶テレビや地上デ

ジタルチューナーの販売は好調に推移いたしました。特に地上デジタル液晶テレビは、家電エコポイント制度の終了

に伴う駆け込み需要もあり、大きく増収いたしました。ほか地上デジタル放送受信モジュールは、パソコン用ディスプ

レイ用途への販売を本格的に開始いたしました。

これらの結果、当事業の売上高は26億71百万円、セグメント利益（営業利益）は２億46百万円となりました。

〔パソコン関連事業〕

ホームＡＶ事業と同じく、地上デジタル放送への切り替えによる需要の高まりを受け、国内における地上デジタル

チューナー内蔵パソコンの出荷状況が好調であったことから、テレビキャプチャーのＯＥＭ販売及びこれに関連する

ロイヤルティ収入は好調に推移いたしました。この結果、当事業の売上高は６億56百万円、セグメント利益（営業利

益）は60百万円となりました。

〔ＡＶソフトウエア事業〕

デジタルカメラやデジタルビデオカメラの出荷台数が伸び悩み、これらに同梱される映像編集アプリケーション等

のロイヤルティ収入は低調に推移いたしました。この結果、当事業の売上高は89百万円、セグメント利益（営業利益）

は33百万円となりました。

〔その他〕

主に光触媒機能性塗料の開発・製造・販売をおこなっておりますが、その他の売上高は１億13百万円、セグメント

利益（営業利益）は３百万円となりました。

　
（注）第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」等を適用し、セグメント区分を変更したため、

各セグメントの対前年同期との金額比較は記載しておりません。また、各セグメントのセグメント利益（営業利益）は、「セ

グメント情報」に記載のとおり、各セグメントに配分していない全社費用１億76百万円を配分する前の金額であります。
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(2) 財政状態の分析

（総資産）

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、第１四半期連結会計期間末に比べ11億78百万円減少し、41億25百万円と

なりました。これは主に、現金及び預金が10億21百万円減少したことなどによるものであります。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末の負債は、第１四半期連結会計期間末に比べ12億52百万円減少し、33億89百万円とな

りました。これは主に、支払手形及び買掛金が13億６百万円減少したことによるものであります。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、第１四半期連結会計期間末に比べ74百万円増加し、７億35百万円となり

ました。これは主に、四半期純利益の計上により利益剰余金が80百万円増加したことによるものであります。

　
(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、第１四半期連結会計期間末

に比べ、10億21百万円減少し、６億38百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は、10億82百万円(前年同四半期は１億５百万円

の使用)となりました。これは主に、売上債権の増加２億79百万円等の増加要因があったものの、仕入債務の減少13億

６百万円、たな卸資産の増加１億43百万円等の増加要因があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、24百万円(前年同四半期は３百万円の使用)と

なりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出27百万円があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間において財務活動の結果獲得した資金は、85百万円(前年同四半期は48百万円の使用)と

なりました。これは主に、短期借入金の返済による支出32百万円等の減少要因があったものの、長期借入れによる収入

１億30百万円の増加要因があったことによるものであります。

　
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　
(5) 研究開発活動

当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究活動の金額は、78百万円であります。

なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　
(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 39,000,000

計 39,000,000

　
② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成23年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年５月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 11,034,10011,034,100
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数　100株

計 11,034,10011,034,100― ―

(注)　「提出日現在発行数」欄には、平成23年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数

は含まれておりません。

　
(2) 【新株予約権等の状況】

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　新株予約権(平成14年９月19日臨時株主総会特別決議)
　

　
第２四半期会計期間末現在
(平成23年３月31日)

新株予約権の数(個) 1,190　(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数　100株

新株予約権の目的となる株式の数(株) 119,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 712　(注)２

新株予約権の行使期間 平成16年９月20日から平成24年９月19日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

　

発行価格 712(注)２
資本組入額 356(注)２

新株予約権の行使の条件
被付与者が取締役または使用人の地位を失った場合は
原則として権利行使不能　(注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定の禁止　(注)３

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。

２　新株発行による調整後の価額であります。

３　細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象従業員との間で締結した「新株予約権割当契約」

に定めております。
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②　新株予約権(平成17年12月16日定時株主総会決議)
　

　
第２四半期会計期間末現在
(平成23年３月31日)

新株予約権の数(個) 1,100　(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数　100株

新株予約権の目的となる株式の数(株) 110,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,895

新株予約権の行使期間 平成19年12月17日から平成23年12月16日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

　

発行価格 1,895
資本組入額 948

新株予約権の行使の条件 各新株予約権の一部行使不可　(注)２

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定の禁止　(注)２

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。

２　細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象従業員との間で締結した「新株予約権割当契約」

に定めております。

　
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　平成22年９月16日取締役会決議 第４回新株予約権
　

　
第２四半期会計期間末現在
(平成23年３月31日)

新株予約権の数(個) 16,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数　100株

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,600,000　(注)６

新株予約権の行使時の払込金額(円) 280　(注)９～11

新株予約権の行使期間
自　平成22年10月５日　至　平成24年10月９日

(注)12

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

　

発行価格 280　
資本組入額 140(注)15

新株予約権の行使の条件 各新株予約権の一部行使不可　(注)13

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡による取得については、当社の承
認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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(注) 第４回新株予約権について

１　本新株予約権の名称 株式会社ピクセラ第４回新株予約権(行使価額修正条項付)(以下「本新株予約権」とい

う。)

２　本新株予約権の払込金額の総額　金4,624,000円

３　申込期間　平成22年10月４日

４　割当日及び払込期日　平成22年10月４日

５　募集の方法 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（日興コーディアル

証券株式会社より平成23年４月１日付けで商号変更）に割当てる。

６　本新株予約権の目的である株式の種類及び数

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式1,600,000株とする(本新株予約権１個当た

りの本新株予約権の目的である株式の数(以下「交付株式数」という。)は、100株とする。)。但し、本項第(2)

号乃至第(5)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数も調整後交

付株式数に応じて調整されるものとする。

(2) 本新株予約権の発行後、第11項第(2)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場

合又は変更を生じる可能性がある場合は、交付株式数は次の算式により調整される。なお、かかる算式におけ

る調整前行使価額及び調整後行使価額は、第11項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後交付株式数＝
調整前交付株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

(3) 前号の調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる交付株式数についてのみ行われ、調整の結果

生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

(4) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第11項第(2)号及び第(4)号による行使価額の調整に関

し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(5) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に

対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他

必要な事項を書面で通知する。但し、第11項第(2)号④に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知

を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

７　本新株予約権の総数　16,000個

８　各本新株予約権の払込金額　金289円(本新株予約権の目的である株式１株当たり金2.89円)

９　本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、各本新株予約権の行使により交付

を受けることができる当社普通株式１株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた額

とする。

(2) 行使価額は、当初金280円とする。但し、行使価額は第10項又は第11項に従い、修正又は調整されることがあ

る。

10　行使価額の修正

　　本新株予約権の発行後、行使価額は、第16項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「決

定日」という。)の前取引日(但し、決定日の前取引日に当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格

(以下「VWAP」という。)のない場合には、その直前のVWAPのある取引日とする。以下「時価算定日」という。)

の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引のVWAPの90％に相当する金額(円位未満小数第

２位まで算出し、小数第２位を切捨てる。以下「修正後行使価額」という。)に修正され、修正後行使価額は決

定日以降これを適用する。但し、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金

額が金127円(以下「下限行使価額」という。但し、第11項による調整を受ける。)を下回る場合には、修正後行

使価額は下限行使価額とする。

　　本新株予約権の行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、かかる行使の際に、当該本新株予約権者

に対し、修正後行使価額を通知する。

11　行使価額の調整

(1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式数に変更を生

じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により

行使価額を調整する。
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調整後行使価額＝調整前行使価額×

既発行株式数＋
新発行・処分株式数×１株当たりの払込金額

時価

既発行株式数＋新発行・処分株式数
　

(2) 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期に

ついては、次に定めるところによる。

①　本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、当社の発行し

た取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたもの

を含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付

社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)

　　調整後の行使価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与え

るための基準日がある場合は当該基準日の翌日以降、これを適用する。

②　当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当て(以下総称して「株式分割等」という。)をする場

合

　　調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日又は株主確定日(基

準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。

③　本項第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)

若しくは取得させることができる証券(権利)又は当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権

の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は行使すること

により当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)

を発行する場合。なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割当てる場合を含む。以

下同じ。)は、新株予約権を無償で発行したものとして本③を適用する。

　　調整後の行使価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券

(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全

てが当初の行使価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして行使価額調整式を準用

して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日(当該募集

において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株

主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日)以降これを適用する。

　　但し、本③に定める証券(権利)又は新株予約権の発行が買収防衛を目的とする発行である場合において、発

行会社がその旨を公表のうえ本新株予約権者に通知し、本新株予約権者が同意したときは、調整後の行使

価額は、当該証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取

得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てについてその要

項上取得の請求、取得条項に基づく取得又は行使が可能となる日(以下「転換・行使開始日」という。)に

おいて取得の請求、取得条項による取得又は行使により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価

額調整式を準用して算出するものとし、転換・行使開始日の翌日以降これを適用する。

④　本号①乃至③の場合において、基準日又は株主確定日が設定され、且つ効力の発生が当該基準日又は株主確

定日以降の株主総会、取締役会、その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかか

わらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基

準日又は株主確定日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者

に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

株式数＝
(調整前行使価額－調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

　　この場合に１株未満の端数が生じたときはこれを切捨て、現金による調整は行わない。

(3) 

①　行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。

②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日

(終値のない日数を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気

配表示を含む。)の平均値とする。

　　この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。
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③　行使価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える

場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日、また、それ以外の場合は、調整後の

行使価額を適用する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有す

る当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号④の場合には、行使価額調整式で使用する新

発行・処分株式数は、基準日又は株主確定日において当社が有する当社普通株式に割当てられる当社普通

株式数を含まないものとする。

④　行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどまるときは、行使

価額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出

する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を

使用するものとする。

(4) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の

調整を行う。

①　株式の併合、合併、会社分割又は株式分割のために行使価額の調整を必要とするとき。

②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要

とするとき。

③　行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあ

たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(5) 本項第(2)号の規定にかかわらず、時価算定日が、株式会社証券保管振替機構の定める新株予約権行使請求を

取り次がない日の初日より前である場合に限り、本項第(2)号に基づく行使価額の調整を行うものとする。た

だし、下限行使価額については、常にかかる調整を行うものとする。

(6) 本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(第10項の定めにより下限行使価額が調整される

ときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額(下限行使価額を

含む。以下本号において同じ。)、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に

通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこ

れを行う。

12　本新株予約権の行使可能期間

　　平成22年10月５日から平成24年10月９日(但し、第14項各号に従って当社が本新株予約権の全部又は一部を取得

する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社取締役会で定める取得日の前営業日)までとす

る。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。

13　その他の本新株予約権の行使の条件

　　各本新株予約権の一部行使はできない。

14　本新株予約権の取得

(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の発行日の翌日以降、会

社法第273条及び第274条の規定に従って通知をし、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当た

り金289円にて、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。

　　一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割を行うこと、又は当社が株式交換若しくは株

式移転により他の会社の完全子会社となること(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を当社の

株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って

通知をし、当該組織再編行為の効力発生日より前で、かつ当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個

当たり金289円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。

(3) 当社は、本新株予約権の発行後、20連続取引日(ただし、終値のない日は除く。)の株式会社東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引の毎日の終値が下限行使価額を下回った場合、当該20連続取引日の最終日か

ら起算して11営業日が経過する日に、本新株予約権１個当たり金289円にて、残存する本新株予約権の全部を

取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。なお、上記20連続取引日の間に第11項に定

める行使価額の調整の原因となる事由が生じた場合には、当該20連続取引日の株式会社東京証券取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の毎日の終値は、本号の適用上、当該事由を勘案して調整されるものとする。
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15　本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金

　　本新株予約権の行使により発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従っ

て算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合はその端

数を切上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額

とする。

16　本新株予約権の行使請求の方法

(1) 本新株予約権の行使は、行使可能期間中に第17項に定める行使請求受付場所に行使請求に必要な事項の通知

が行われることにより行われる。

(2) 本新株予約権を行使請求しようとする場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して

払込をなすべき額の全額を現金にて第18項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振込むものとす

る。

(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使可能期間中に第17項に定める行使請求受付場所に対して行使請求に

必要な全部の事項の通知が行われ、且つ当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額が前号に

定める口座に入金された日に発生する。

17　行使請求受付場所

　　三菱UFJ信託銀行株式会社

18　払込取扱場所

　　株式会社三井住友銀行　難波支店

19　本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権

付社債券等の特質等は以下の通りであります。

(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は1,600,000株、本新株予約権１個当たりの本新株予約権の目的であ

る株式の数(以下「交付株式数」という。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により各本新株予約

権の行使により交付を受けることができる当社普通株式１株当たりの金額(以下「行使価額」という。)が修

正されても変化しない(但し、6.「本新株予約権の目的である株式の種類及び数」欄に記載のとおり、調整さ

れることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合には、本新株予約権による資

金調達の額は増加又は減少する。

(2) 行使価額の修正基準：本新株予約権の行使価額は、16．(3)に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生

日(以下「決定日」という。)の前取引日(但し、決定日の前取引日に当社普通株式の普通取引の終日の売買高

加重平均価格(以下「VWAP」という。)のない場合には、その直前のVWAPのある取引日とする。以下「時価算定

日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取

引のVWAPの90％に相当する金額(円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。以下「修正後行

使価額」という。)に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。

　　行使価額の修正頻度：行使の都度、第(2)項に記載のとおり修正される。

(3) 行使価額等の下限

①　行使価額の下限：当初127円(但し、「11. 行使価額の調整」欄による調整を受ける。)

②　交付株式数の上限：本新株予約権の目的となる株式の総数は1,600,000株、交付株式数は100株で確定して

いる(但し、「6．本新株予約権の目的である株式の種類及び数」欄に記載のとおり、調整されることがあ

る。)。

③　資金調達の下限：本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(上記①項に記載の行使価額の

下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)：207,824,000円(但し、本新株予約権は行使

されない可能性がある。)

(4) 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項が設けられ

ている(「14．本新株予約権の取得」欄第(1)項を参照)。

　　本新株予約権には、20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値が(3)①に

記載の行使価額の下限を下回った場合、当社が本新株予約権１個当たり289円にて残存する本新株予約権の

全部を取得する義務を負うとする条項が設けられている(「14．本新株予約権の取得」欄を参照)。
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(5) 本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について本新株予約権の割当先との間の取決めの内容

　　今回の資金調達は、当社が割当先に対し、行使期間を約２年間とする行使価額修正条項付新株予約権を第三者

割当の方法によって割当て、割当先による新株予約権の行使に伴って当社の資本が増加する仕組みとなって

います。

　　当社が割当先との間で、本新株予約権買取契約及び以下の内容を含んだファシリティ契約を締結しておりま

す。

　[ファシリティ契約の内容]

　　ファシリティ契約とは、当社と割当先との間において、本新株予約権の行使プロセス等について取り決めるも

のであり、以下のとおり、ファシリティ契約期間中は原則として当社が行使要請を行った場合に限り本新株

予約権の行使を可能とすること、割当先は当社の要請に従い本新株予約権を行使するよう最大限努力するこ

と等を規定するものです。

①　割当先は、平成22年10月５日から平成24年９月７日までの期間(以下「ファシリティ契約期間」といいま

す。)においては、本新株予約権の行使期間内であっても、ファシリティ契約の規定に行使する場合のほ

か、本新株予約権を行使しないことに同意します。

②　当社は、ファシリティ契約期間において、随時、何回でも、割当先に対して本新株予約権の行使を要請する

期間(以下「行使要請期間」といいます。)及び行使要請期間中に割当先に対して行使を要請する本新株

予約権の個数(以下「行使要請個数」といいます。)を定めることができます。

③　当社は、行使要請期間及び行使要請個数を定めたときは、行使要請期間の初日の前取引日までに、割当先

に対して通知(以下「行使要請通知」といいます。)を行います。なお、当社は、行使要請通知を行った場

合、その都度プレスリリースを行います。

④　当社は、当社に重要事実等が生じた場合には、かかる事実について公表がされた後でなければ、行使要請

通知を行うことができません。

⑤　当社が行使要請通知を行った場合、割当先は、行使要請通知に定める行使要請期間において、行使要請個

数の全てにつき、本新株予約権を行使するよう最大限努力します。ただし、割当先は、本新株予約権を行

使する義務は負っていません。

⑥　１回の行使要請通知に定める行使要請期間は、一定の限度があり、20取引日以上の期間です。

⑦　１回の行使要請通知に定める行使要請通知個数は、一定の限度があり、100個以上、11,000個以内の範囲で

す。

⑧　当社は、割当に対し、撤回通知を交付することにより、その時点で未行使の行使要請個数のある行使要請

通知を撤回することができます。ただし、行使要請通知に係る残存行使要請期間が４取引日未満である

場合を除きます。なお、当社は、撤回通知を行った場合、その都度プレスリリースを行います。

⑨　VWAPの90％に相当する金額(以下「本VWAP値」といいます。)が500円(最近３年間の株価推移を勘案して

決定しました。)を超える場合には、その超過した日の翌取引日から、本VWAP値が500円以下となる日まで

の期間は、ファシリティ契約に基づく割当予定先に対する制約は解除され、割当先は自社の裁量で自由

に行使することが可能となります。但し、その超過した日が行使要請期間中である場合には、行使要請期

間の終了日までの期間は上記制約は解除されません。

⑩　約２年間の行使期間のうち最後の１ヶ月間は、自由行使期間となり、割当先は自社の裁量で自由に行使す

ることが可能となります(なお、当社は、取締役会の決議を経た上で、いつでも本新株予約権を取得・消

却することができます。)。

(6) 当社の株券の売買について割当先との間の取決めの内容

　　該当事項はありません。

(7) 当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間で締結された取決めの内

容

　　当社は、割当先との間で、本新株予約権の権利行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で

行う当社普通株式の売付け等以外の本案件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株を行わない旨

の合意をしております。

　　なお、割当先と当社の特別利害関係者である株式会社エス・エス・ディの間で株券貸借取引契約の締結をして

おります。

(8) その他投資者の保護を図るため必要な事項

　　該当事項はありません。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
　

　
第１四半期会計期間
(自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日)

第２四半期会計期間
(自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日)

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条
項付新株予約権付社債券等の数

― ―

当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数 ― ―

当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等 ― ―

当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額 ― ―

当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行
使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計

― ―

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項
付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数

― ―

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項
付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等

― ―

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項
付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額

― ―

　
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成23年１月１日～
平成23年３月31日

― 11,034,100 ― 2,562,389 ― 2,717,669

(注)　平成22年９月16日に提出いたしました有価証券届出書の内容に重要な変更が生じております。

平成22年10月４日に発行いたしました第三者割当による第4回新株予約権（行使価額修正条項付）において調達予定の資金

のうち、「コンピュータ周辺機器及びデジタル受信機器関連事業における新規製品の開発のための研究開発資金」を使途とす

る資金100百万円について、支出予定時期を当初の「平成22年10月～平成23年３月」から「平成23年６月～平成24年９月」に変

更しております。この変更は、主に使途に資する予定であった資金を手元資金により充当したことなどによるものです。
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(6) 【大株主の状況】

平成23年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

藤　岡　　　浩 大阪府富田林市 1,593,500 14.44

株式会社エス・エス・ディ 大阪府富田林市藤沢台６丁目24番22号 1,475,000 13.36

藤　岡　　　毅 大阪府富田林市 800,000 7.25

藤　岡　有紀子 大阪府富田林市 223,700 2.02

ピクセラ従業員持株会 大阪市浪速区難波中２丁目10番70号 142,500 1.29

株式会社ピクセラ（自己株） 大阪市浪速区難波中２丁目10番70号 118,657 1.07

吉　田　良　治 長崎県長崎市 100,100 0.90

藤　岡　紀　子 大阪府富田林市 100,000 0.90

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 96,000 0.87

田　中　良　和 京都府京都市 88,800 0.80

計 － 4,738,257 42.9

　
(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成23年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 118,600

― 単元株式数　100株

完全議決権株式(その他)
普通株式

10,914,100
109,141 同上

単元未満株式 普通株式 1,400 ― ―

発行済株式総数 11,034,100― ―

総株主の議決権 ― 109,141 ―

　
② 【自己株式等】

　 　 平成23年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社ピクセラ

大阪市浪速区難波中
２丁目10番70号

118,600 ― 118,600 1.07

計 ― 118,600 ― 118,600 1.07
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】
　

月別
平成22年
10月 11月 12月

平成23年
１月 ２月 ３月

最高(円) 256 241 270 288 345 305

最低(円) 185 182 217 249 252 136

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　
３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第

64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期連結会計期間(平成22年１月１日から平成22年３月31日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平

成21年10月１日から平成22年３月31日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結会計期間

(平成23年１月１日から平成23年３月31日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年10月１日から平成23年３月31

日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間(平成22年１月１日から平成

22年３月31日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年10月１日から平成22年３月31日まで)に係る四半期連結財

務諸表並びに当第２四半期連結会計期間(平成23年１月１日から平成23年３月31日まで)及び当第２四半期連結累計期

間(平成22年10月１日から平成23年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、公認会計士　日野利泰及び公認

会計士　重谷芳人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 638,044 150,647

受取手形及び売掛金 ※2
 2,217,641 2,275,640

商品及び製品 328,400 475,895

仕掛品 285,224 99,472

原材料及び貯蔵品 124,863 178,392

繰延税金資産 － 56,309

その他 152,637 151,890

貸倒引当金 △17,835 △18,397

流動資産合計 3,728,977 3,369,851

固定資産

有形固定資産 ※1
 151,382

※1
 128,548

無形固定資産

ソフトウエア 15,844 26,050

電話加入権 817 817

無形固定資産合計 16,661 26,867

投資その他の資産

投資有価証券 128,337 142,907

保険積立金 3,879 3,819

敷金 85,468 85,468

その他 15,394 16,246

貸倒引当金 △4,860 △4,860

投資その他の資産合計 228,220 243,581

固定資産合計 396,264 398,997

資産合計 4,125,242 3,768,849

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,019,120 2,056,816

短期借入金 157,700 222,000

1年内返済予定の長期借入金 86,005 48,696

未払金 102,893 165,771

未払費用 252,183 221,255

未払法人税等 16,233 22,067

未払消費税等 58,744 61,299

前受金 313,724 304,274

賞与引当金 83,971 56,518

その他 14,347 15,636

流動負債合計 3,104,925 3,174,335

固定負債

長期借入金 239,344 168,037

資産除去債務 29,720 －

繰延税金負債 14,734 12,750

長期預り保証金 1,000 1,000

固定負債合計 284,799 181,787

負債合計 3,389,724 3,356,123
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,562,389 2,562,389

資本剰余金 3,218,618 3,218,618

利益剰余金 △4,891,983 △5,216,084

自己株式 △125,026 △125,026

株主資本合計 763,998 439,896

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △33,105 △27,171

評価・換算差額等合計 △33,105 △27,171

新株予約権 4,624 －

純資産合計 735,517 412,725

負債純資産合計 4,125,242 3,768,849
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成22年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年10月１日
　至 平成23年３月31日)

売上高 6,236,585 8,803,696

売上原価 5,019,298 7,616,498

売上総利益 1,217,286 1,187,197

販売費及び一般管理費 ※
 872,495

※
 714,684

営業利益 344,791 472,513

営業外収益

受取利息 60 67

受取配当金 11 －

雑収入 740 0

営業外収益合計 812 67

営業外費用

支払利息 7,171 6,276

持分法による投資損失 34,685 －

為替差損 63,691 34,371

その他 10,760 12,816

営業外費用合計 116,308 53,464

経常利益 229,296 419,115

特別利益

賞与引当金戻入額 7,023 －

債務保証損失引当金戻入額 19,342 －

その他 3,558 －

特別利益合計 29,924 －

特別損失

事業撤退損 3,700 －

特別退職金 2,139 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23,733

減損損失 － 9,050

特別損失合計 5,839 32,784

税金等調整前四半期純利益 253,381 386,331

法人税、住民税及び事業税 3,746 3,881

法人税等調整額 － 58,348

法人税等合計 3,746 62,229

少数株主損益調整前四半期純利益 － 324,101

少数株主利益 － －

四半期純利益 249,635 324,101

EDINET提出書類

株式会社ピクセラ(E02075)

四半期報告書

22/36



【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成22年１月１日
　至 平成22年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年３月31日)

売上高 3,379,997 3,530,521

売上原価 2,697,770 3,005,829

売上総利益 682,226 524,691

販売費及び一般管理費 ※
 487,915

※
 357,246

営業利益 194,310 167,445

営業外収益

受取利息 59 67

受取配当金 11 －

雑収入 570 0

営業外収益合計 642 67

営業外費用

支払利息 4,829 3,477

為替差損 34,975 62,708

その他 6,362 8,073

営業外費用合計 46,168 74,258

経常利益 148,784 93,254

特別利益

債務保証損失引当金戻入額 1,971 －

特別利益合計 1,971 －

特別損失

事業撤退損 1,800 －

特別退職金 934 －

減損損失 － 9,050

特別損失合計 2,734 9,050

税金等調整前四半期純利益 148,022 84,203

法人税、住民税及び事業税 2,178 1,940

法人税等調整額 － 2,038

法人税等合計 2,178 3,978

少数株主損益調整前四半期純利益 － 80,224

少数株主利益 － －

四半期純利益 145,844 80,224
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成22年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年10月１日
　至 平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 253,381 386,331

減価償却費 29,973 39,299

減損損失 － 9,050

のれん償却額 20,410 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,714 △562

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,140 27,453

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △19,342 －

受取利息及び受取配当金 △72 △67

支払利息 7,171 6,276

為替差損益（△は益） △1,852 263

持分法による投資損益（△は益） 34,685 －

売上債権の増減額（△は増加） △790,551 57,998

たな卸資産の増減額（△は増加） △105,375 15,271

仕入債務の増減額（△は減少） 683,000 △37,696

未払金の増減額（△は減少） 6,299 △64,906

その他 59,606 58,147

小計 167,478 496,860

利息及び配当金の受取額 59 54

利息の支払額 △10,852 △5,132

法人税等の支払額 △8,280 △7,827

法人税等の還付額 33 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 148,437 483,954

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △8,500 △52,143

無形固定資産の取得による支出 － △1,600

投資有価証券の売却による収入 3,210 8,580

保険積立金の積立による支出 △60 △60

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,350 △45,222

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △120,900 △64,300

長期借入れによる収入 － 130,000

長期借入金の返済による支出 △26,088 △21,384

配当金の支払額 △50 △10

新株予約権の発行による収入 － 4,624

財務活動によるキャッシュ・フロー △147,038 48,929

現金及び現金同等物に係る換算差額 671 △263

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,279 487,397

現金及び現金同等物の期首残高 70,951 150,647

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

1,174 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 68,845

※
 638,044
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　
【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年10月１日
至　平成23年３月31日)

会計処理基準に関する事項の変更 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」

(企業会計基準第18号　平成20年３月31日)及び「資産除去債務に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月

31日)を適用しております。

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益は、そ

れぞれ966千円減少し、税金等調整前四半期純利益は24,700千円減少し

ております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動

額は29,563千円であります。

　
【表示方法の変更】

　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年10月１日
至　平成23年３月31日)

(四半期連結損益計算書関係)

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年３月24日　内閣府令第５号)の適用により、当第

２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

　
当第２四半期連結会計期間
(自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日)

(四半期連結貸借対照表関係)

前第２四半期連結会計期間において、流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「未払金」「未払費

用」「未払消費税等」は、表示科目の見直しをおこない明瞭性を高めるため、当第２四半期連結会計期間より区分掲

記することとしました。なお、前第２四半期連結会計期間の流動負債の「その他」に含まれる「未払金」は97,591千

円、「未払費用」は231,894千円、「未払消費税等」は52,996千円であります。

(四半期連結損益計算書関係)

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年３月24日　内閣府令第５号)の適用により、当第

２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

　
【簡便な会計処理】

　

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年10月１日
至　平成23年３月31日)

１　固定資産の減価償却費の算定

方法

定率法を採用している資産については連結会計年度に係る減価償却費の

額を期間按分して算定する方法によっております。

２　棚卸資産の評価方法 当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省

略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算

定する方法によっております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成23年３月31日)

前連結会計年度末
(平成22年９月30日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、565,606千円で

あります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、513,488千円で

あります。

　 　
※２　手形割引高及び裏書譲渡高　

　　　受取手形割引高　　　　　　　　　　24,016千円　　　
 

―――

 

　
(四半期連結損益計算書関係)

　

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成22年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年10月１日
至　平成23年３月31日)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給料 177,173千円

賃借料 36,308千円

研究開発費 265,092千円

賞与引当金繰入 20,577千円

貸倒引当金繰入 5,546千円
 

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給料 150,608千円

賃借料 37,334千円

研究開発費 156,197千円

賞与引当金繰入 27,351千円

貸倒引当金繰入 △562千円
 

　
前第２四半期連結会計期間
(自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給料 92,661千円

賃借料 18,130千円

研究開発費 143,749千円

賞与引当金繰入 10,445千円

貸倒引当金繰入 4,551千円
 

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給料 73,009千円

賃借料 18,594千円

研究開発費 78,827千円

賞与引当金繰入 13,496千円

貸倒引当金繰入 △657千円
 

　
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成22年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年10月１日
至　平成23年３月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成22年３月31日現在)

(千円)

現金及び預金勘定 68,845

預入期間が３か月を超える定期預金 ―

現金及び現金同等物 68,845
 

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成23年３月31日現在)

(千円)

現金及び預金勘定 638,044

預入期間が３か月を超える定期預金 ―

現金及び現金同等物 638,044
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成23年３月31日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成22年10月１日　至　平成23

年３月31日)

１　発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 11,034

　
２　自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 118

　
３　新株予約権等に関する事項

平成22年９月16日取締役会決議　第４回新株予約権

会社名 目的となる株式の種類 目的となる株式の数(千株)
当第２四半期

連結会計期間末残高
(千円)

株式会社ピクセラ 普通株式 1,600 4,624

　
４　配当に関する事項

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日)及び前第２四半期連結累計期間(自　平成21

年10月１日　至　平成22年３月31日)

コンピュータ周辺機器のハードウエア・ソフトウエア及びデジタル放送受信機器等の開発・製造・販売、その他の

事業の売上高、営業損益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業損益及び資産の金額の合計額に占める

割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　
【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日)及び前第２四半期連結累計期間(自　平成21

年10月１日　至　平成22年３月31日)

全セグメントの売上高及び資産の金額の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。

　
【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間(自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日)

　

　 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 269,409 547 269,957

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― 3,379,997

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 8.0 0.0 8.0

　
前第２四半期連結累計期間(自　平成21年10月１日　至　平成22年３月31日)

　

　 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 639,926 1,270 641,197

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― 6,236,585

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 10.3 0.0 10.3

(注) １　国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２　各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　アジア………………中国、台湾、マレーシア

　　　　その他の地域………カナダ

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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【セグメント情報】

(追加情報)

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号　平成21年３月27

日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号　平成20年３月21日)

を適用しております。

　
１　報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配

分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討をおこなう対象となっているものであります。

当社は、製品及びサービスの種類別に事業を展開しており、「ホームＡＶ事業」、「パソコン関連事業」及び　「Ａ

Ｖソフトウエア事業」の３つを報告セグメントとしております。

「ホームＡＶ事業」は、主に地上デジタル液晶テレビ、地上デジタルチューナー及び地上デジタル放送受信モ

ジュール等の開発生産をおこなっております。「パソコン関連事業」は、主にパソコン向けのテレビキャプチャー等

の開発生産をおこなっております。「ＡＶソフトウエア事業」は、主にデジタルカメラ及びデジタルビデオカメラに

同梱されるソフトウエア等の開発をおこなっております。

　
２　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第２四半期連結累計期間(自　平成22年10月１日　至　平成23年３月31日)

　 　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
その他
(注)

合計
ホームＡＶ事

業
パソコン関連
事業

ＡＶソフトウ
エア事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 7,191,2561,173,694218,4818,583,432220,2638,803,696

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 7,191,2561,173,694218,4818,583,432220,2638,803,696

セグメント利益 588,127116,32583,099787,55111,767799,319

(注)　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、光触媒機能性塗料事業等を含んでおります。

　
当第２四半期連結会計期間(自　平成23年１月１日　至　平成23年３月31日)

　 　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
その他
(注)

合計
ホームＡＶ事

業
パソコン関連
事業

ＡＶソフトウ
エア事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 2,671,460656,46089,0033,416,924113,5963,530,521

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 2,671,460656,46089,0033,416,924113,5963,530,521

セグメント利益 246,87060,009 33,903340,7833,117343,900

(注)　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、光触媒機能性塗料事業等を含んでおります。
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３　報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

当第２四半期連結累計期間(自　平成22年10月１日　至　平成23年３月31日)

　 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 787,551

「その他」の区分の利益 11,767

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △326,806

棚卸資産の調整額 ―

四半期連結損益計算書の営業利益 472,513

(注)　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び基礎研究費等であります。

　
当第２四半期連結会計期間(自　平成23年１月１日　至　平成23年３月31日)

　 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 340,783

「その他」の区分の利益 3,117

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △176,455

棚卸資産の調整額 ―

四半期連結損益計算書の営業利益 167,445

(注)　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び基礎研究費等であります。

　
４　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

当第２四半期連会計期間(自　平成23年１月１日　至　平成23年３月31日)

該当事項はありません。
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(金融商品関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成23年３月31日)

「現金及び預金」が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べ

て著しい変動が認められます。

(単位：千円)

科目 四半期連結貸借対照表計上額 時価 差額 時価の算定方法

現金及び預金 638,044 638,044 ― (注)

(注) 「現金及び預金」の時価の算定方法

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

　
(有価証券関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成23年３月31日)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありませ

ん。

　
(デリバティブ取引関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成23年３月31日)

当社グループでは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

　
(ストック・オプション等関係)

当第２四半期連結会計期間(自　平成23年１月１日　至　平成23年３月31日)

該当事項はありません。

　
(企業結合等関係)

当第２四半期連結会計期間(自　平成23年１月１日　至　平成23年３月31日)

該当事項はありません。

　
(資産除去債務関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成23年３月31日)

資産除去債務の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認め

られません。

　
(賃貸等不動産関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成23年３月31日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成23年３月31日)

前連結会計年度末
(平成22年９月30日)

１株当たり純資産額 66.96円１株当たり純資産額 37.81円

　
２　１株当たり四半期純利益金額等

　

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成22年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年10月１日
至　平成23年３月31日)

　

１株当たり四半期純利益金額 22.87円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

　

１株当たり四半期純利益金額 29.69円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 29.27円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、前第２四半期連結累計期間は希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注)　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成22年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年10月１日
至　平成23年３月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 249,635 324,101

普通株式に係る四半期純利益(千円) 249,635 324,101

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳（千円） ― ―

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 10,915 10,915

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算
定に用いられた四半期純利益調整額の主要な内訳
（千円）

― ―

四半期純利益調整額（千円） ― ―

普通株式増加数（千株） ― 157

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜
在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が
あったものの概要

― ―
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前第２四半期連結会計期間
(自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日)

　

１株当たり四半期純利益金額 13.36円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

　

１株当たり四半期純利益金額 7.35円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 7.24円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、前第２四半期連結会計期間は希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注)　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第２四半期連結会計期間
(自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 145,844 80,224

普通株式に係る四半期純利益(千円) 145,844 80,224

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳（千円） ― ―

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 10,915 10,915

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算
定に用いられた四半期純利益調整額の主要な内訳
（千円）

― ―

四半期純利益調整額（千円） ― ―

普通株式増加数（千株） ― 162

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜
在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が
あったものの概要

― ―

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　
(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当

第２四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べ著しい変動が認められないため、記載して

おりません。

　
２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年５月14日

株式会社ピクセラ

取締役会　御中

日野公認会計士事務所

　

公認会計士　　日　野　　利　泰　　印

　

重谷公認会計士事務所

　

公認会計士　　重　谷　　芳　人　　印

　
私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社

ピクセラの平成21年10月１日から平成22年９月30日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成22

年１月１日から平成22年３月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年10月１日から平成22年３月

31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、私たちの責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビュー

を行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施

される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の監査に比べ限定された手続により行われた。

私たちが実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ピクセラ及び連結子会社の平成22年３月

31日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成

績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が

すべての重要な点において認められなかった。

　
追記情報

１　四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は第１四

半期連結会計期間より、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び

「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第18号 平成19年12月27日）を適用している。

　
会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年５月12日

株式会社ピクセラ

取締役会　御中

日野公認会計士事務所

　

公認会計士　　日　野　　利　泰　　印

　

重谷公認会計士事務所

　

公認会計士　　重　谷　　芳　人　　印

　
私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社

ピクセラの平成22年10月１日から平成23年９月30日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成23

年１月１日から平成23年３月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年10月１日から平成23年３月

31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、私たちの責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビュー

を行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施

される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

私たちが実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ピクセラ及び連結子会社の平成23年３月

31日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成

績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が

すべての重要な点において認められなかった。

　
追記情報

１　四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、第１四半期連

結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適

用している。

　
会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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